
一戸建て住宅 の

耐震補助制度 が変わりました！！

2021年4月

詳しい内容は、金沢市 建築指導課 建物安全対策室 までお問い合わせ下さい
電話：076-220-2059 メール：kenchiku@city.kanazawa.lg.jp

耐震診断・設計・工事の期間が１年以内であれば
年度をまたいだ計画も可能

令和３年４月１日より

申請者

事業者 金沢市

①

②

①申請者が補助金額を差し引いた事業費を支払い
②金沢市が事業者に補助金を交付

申請した時期に関係なく年度内に完成

これまでの運用

申請者

事業者 金沢市

① ②

①申請者が事業費の全額を支払い
②金沢市が申請者に補助金を交付

耐震診断・設計・改修工事の期間 補助金の交付方法

事業着手前の手続きが
計画認定制度に変わりました

補助金の交付について
代理受領制度が使えるようになりました


